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１． 数 量  計３０個 

２． 品質規格  

 【企業長の印（契約専用）】 

① 数 量  各１個（計６個） 

② 印 影  大阪広域水道企業団企業長之印 岸和田水道センター契約専用 

大阪広域水道企業団企業長之印 八尾水道センター契約専用 

大阪広域水道企業団企業長之印 富田林水道センター契約専用  

大阪広域水道企業団企業長之印 柏原水道センター契約専用   

大阪広域水道企業団企業長之印 高石水道センター契約専用  

大阪広域水道企業団企業長之印 南河内地域水道センター契約専用 

③ 書体等  てん書体、左横書き 

※印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に印の文字を浮き彫りにすること。 

※文字の配列については、公印イメージを参照すること。 

④ 寸法等  方２７ミリメートル（角型 縦 27ｍｍ×横 27ｍｍ） 

丈６０ミリメートル 

角天丸 

持ち手部分にくびれあり 

⑤ 材 質  薩摩本柘 

⑥ その他  持ち手部分に印の向きを確認できる目印を付すこと。 

⑦ 公印イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【水道センター所長の印】 

① 数 量  各１個（計６個） 

② 印 影  大阪広域水道企業団岸和田水道センター所長之印 

     大阪広域水道企業団八尾水道センター所長之印 

     大阪広域水道企業団富田林水道センター所長之印 

     大阪広域水道企業団柏原水道センター所長之印 

     大阪広域水道企業団高石水道センター所長之印 

     大阪広域水道企業団南河内地域水道センター所長之印 

③ 書体等  てん書体、左横書き 

※印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に印の文字を浮き彫りにする 

※文字の配列については、公印イメージを参照すること。 

④ 寸法等  方２１ミリメートル（角型 縦 21ｍｍ×横 21ｍｍ） 

     丈６０ミリメートル 

     角天丸 

     持ち手部分にくびれあり 

⑤ 材 質  薩摩本柘 

○○水道 

センター契約専用 

大阪広域 

水道企業団 

企業長之印 



⑥ その他  持ち手部分に印の向きを確認できる目印を付すこと 

⑦ 公印イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 【分任金銭出納員の印】 

① 数 量  各１個（計６個） 

② 印 影  大阪広域水道企業団岸和田 分任金銭出納員 

     大阪広域水道企業団八尾 分任金銭出納員 

     大阪広域水道企業団富田林 分任金銭出納員 

     大阪広域水道企業団柏原 分任金銭出納員 

     大阪広域水道企業団高石 分任金銭出納員 

     大阪広域水道企業団南河内地域 分任金銭出納員 

③ 書体等  てん書体、回文あり、中文あり 

※印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に印の文字を浮き彫りにすること。 

※文字の配列については、公印イメージを参照すること。 

④ 寸法等  直径１８ミリメートル（丸型） 

     丈６０ミリメートル 

     丸天丸 

     持ち手部分にくびれあり 

⑤ 材 質  薩摩本柘 

⑥ その他  持ち手部分に印の向きを確認できる目印を付すこと。 

⑦ 公印イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【現金取扱員領収印】 

① 数 量  各２個（計１２個） 

② 印 影  大阪広域水道企業団 岸和田 領収 現金取扱員○（日付） 

     大阪広域水道企業団 八尾 領収 現金取扱員○（日付） 

     大阪広域水道企業団 富田林 領収 現金取扱員○（日付） 

     大阪広域水道企業団 柏原 領収 現金取扱員○（日付） 

     大阪広域水道企業団 高石 領収 現金取扱員○（日付） 

     大阪広域水道企業団 南河内地域 領収 現金取扱員○（日付） 

     ※○部分には、１～２の連番を付けること。 

③ 書体等  かい書体、左横書き 

     ※文字の配列については、公印イメージを参照すること。 

④ 寸法等  直径２７ミリメートル（丸型） 
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     丈１５０ミリメートル以内 

     丸天丸 

     持ち手部分にくびれあり 

⑤ 材 質  ゴム（印面）、ステンレス他（持ち手部分） 

⑥ その他  日付部分は、元号と略西暦の併用タイプとし、日付が変更できること。 

     持ち手部分に印の向きを確認できる目印を付すこと。 

     ※参考品：サンビ―株式会社テクノタッチデーター丸型 

⑦ 公印イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．その他 

  （１）印影に関する事項については、事前に当企業団担当職員の同意を得たうえで決定すること。 

  （２）納入日、納入時間等、納入に関する事項について、事前に当企業団担当職員と十分協議し、 

     その同意を得たうえで決定すること。 

  （３）納品時に、納品書を提出すること。 
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